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千葉県三番瀬再生計画（事業計画）の確定について 

平成 19 年 3 月 23 日 
総合企画部企画調整課 

 
 

１ 趣旨 

千葉県三番瀬再生計画（事業計画）は、三番瀬再生会議の答申、県議会の三

番瀬問題特別委員会の提言及びパブリックコメントを踏まえ修正案を作成し、

関係機関との調整結果を反映させた上、平成 19年２月 19日に確定しました。 

 

（策定の経緯） 

１７年１０月  県議会三番瀬問題特別委員会の設置（９月定例県議会） 

１８年 ３月  三番瀬再生会議に事業計画（素案）を諮問 

    ４月  パブリックコメントの実施（４月１９日～５月１８日） 

   １０月  三番瀬問題特別委員会の委員長報告（９月定例県議会） 

   １１月  三番瀬再生会議から事業計画について答申 

   １２月  基本計画の確定 

１９年 ２月  事業計画の確定 

 

 

２ 答申等を受けた事業計画（素案）の主な修正 

 三番瀬再生会議の答申等を踏まえ、新たに９事業を計画に全て盛り込むとと

もに、素案の３５の事業も含め、必要な修正を行いました。 

 

(1) 新規追加事業 

以下の事業を追加し、合計 44事業としました。 

① 生物多様性の回復のための目標生物調査事業 

 関係者の合意のもとに目標生物種の選定を行い、その再生に向け、具体

的な対策につながるよう、生物と環境の関係を整理します。 
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②  漁業者と消費者を結ぶ取組 
 漁業者による「千産千消」やブランドづくりの取組等を支援して消費者

との結びつきを深めていきます。 
③  三番瀬周辺の県の管理する河川再生の検討 
 再生可能な県の管理する河川を整理し、多自然化と汽水域や後背湿地の

復元等、自然浄化機能の向上のための検討を行います。 
④  護岸の安全確保の取組 
 三番瀬において県が管理する護岸を適切に維持管理するとともに、早急

な改善が必要な塩浜１丁目護岸については、管理者である市川市と必要な

協議・調整を進めます。 
⑤ 三番瀬周辺区域における調和のとれたまちづくりの取組 
 三番瀬周辺区域における調和のとれたまちづくりについて検討するた

め、広域的な観点から県と地元市との協議の場を設置するとともに、各市

が行う三番瀬を活かしたまちづくりを支援します。 
⑥  三番瀬人材バンク事業 
 三番瀬再生に様々な形で協力できる人材を登録する人材バンクを創設

します。 
⑦ 三番瀬パスポート制度（仮称） 
 三番瀬の再生に関わる多くの人が、広域的に地域協働を行うことのでき

る手法について検討を進め、可能なところから実施していきます。 
⑧  三番瀬の維持・管理活動の支援 
 クリーンアップ活動等、三番瀬において地元市や地域住民等によって行

われている維持・管理活動を引き続き支援していきます。 
⑨  三番瀬再生の広報に係る標語・図案等の検討 
 三番瀬の再生に関わる様々な分野の人々が、共通に使える標語や図案等

について検討し、可能なところから実施していきます。 
 

(2) その他の修正 
ア 答申の趣旨を踏まえながら、事業計画全体の表現の統一や章・節間の記

載内容の整合性等を図りました。 
イ 図表等の時点修正を加えました。 


